
別紙２

計算書類に対する注記（拠点区分用）

１． 重要な会計方針

　　　　（１）固定資産の減価償却の方法

　　　　　　　・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

　　　　　　　　　取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずるする定額法。耐用年数到来時

　　　　　　　　　においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。

　　　　　　　・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産

　　　　　　　　　残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達する

　　　　　　　　　まで償却する、償却率を乗ずる定額法。

　　　　　　　・無形固定資産

　　　　　　　　　当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

　　　　（２）引当金の計上基準

　　　　　　　該当なし

２． 重要な会計方針の変更

　　　　該当なし

３． 採用する退職給付制度

　　　　加入している退職共済制度は、次のとおりです。

　　　　　　　・確定拠出型退職給付制度 － 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

４． 拠点が作成する計算書類とサービス区分

　　　　当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっています。

　　　　（１）法人本部拠点区分における拠点区分計算書

　　　　　　　（会計基準省令第一号第四様式、第ニ号第四様式、第三号第四様式）

５． 基本財産の増減の内容及び金額

　　　　基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

（単位：円）

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

土地 0 0 0 0

建物 0 0 0 0

定期預金 0 0 0 0

　　　合計 0 0 0 0

６． 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

　　　　該当なし

７． 担保に供している資産

　　　　該当なし

８． 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

　　　　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

（単位：円）

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

建物（基本財産） 0 0 0

建物 0 0 0

構築物 0 0 0

機械及び装置 0 0 0

車輌運搬具 0 0 0

器具及び備品 0 0 0

有形リース資産 0 0 0

ソフトウエア 0 0 0

合計 0 0 0



９． 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

　　　　該当なし

１０． 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

　　　　該当なし

１１． 重要な後発事象

　　　　該当なし

１２． その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債

　　　 及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

　　　　（１）会計処理上の見積方法の変更 － 該当なし

　　　　（２）新たに採用した会計処理に関する事項 － 該当なし

　　　　（３）勘定科目の内容について特に説明を要する事項 － 該当なし

　　　　（４）法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 － 該当なし



別紙２

計算書類に対する注記（拠点区分用）

１． 重要な会計方針

　　　　（１）固定資産の減価償却の方法

　　　　　　　・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

　　　　　　　　　取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずるする定額法。耐用年数到来時

　　　　　　　　　においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。

　　　　　　　・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産

　　　　　　　　　残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達する

　　　　　　　　　まで償却する、償却率を乗ずる定額法。

　　　　　　　・無形固定資産

　　　　　　　　　当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

　　　　（２）引当金の計上基準

　　　　　　　該当なし

２． 重要な会計方針の変更

　　　　該当なし

３． 採用する退職給付制度

　　　　加入している退職共済制度は、次のとおりです。

　　　　　・確定拠出型退職給付制度 － 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

４． 拠点が作成する計算書類とサービス区分

　　　　当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっています。

　　　　（１）西脇こども園拠点区分における拠点区分計算書

　　　　　　　（会計基準省令第一号第四様式、第ニ号第四様式、第三号第四様式）

５． 基本財産の増減の内容及び金額

　　　　基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

（単位：円）

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

土地 0 0 0 0

建物 328,561,712 0 10,694,531 317,867,181

定期預金 0 0 0 0

　　　合計 328,561,712 0 10,694,531 317,867,181

６． 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

　　　　該当なし

７． 担保に供している資産

　　　　

　　　　担保に供されている資産は以下のとおりである。

　　　　　　土地（基本財産）          0円

　　　　　　建物（基本財産）317,867,181円

　　　　　　　　　　　　　 計317,867,181円

　　    担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

     

            設備資金借入金（有利子） 21,720,000円

            設備資金借入金（無利子）  2,700,000円

                                    計24,420,000円

　　　　

８． 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

　　　　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。



（単位：円）

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

建物（基本財産） 500,456,001 182,588,820 317,867,181

建物 17,765,890 8,835,255 8,930,635

構築物 86,725,849 81,621,091 5,104,758

機械及び装置 0 0 0

車輌運搬具 0 0 0

器具及び備品 34,880,852 29,378,541 5,502,311

有形リース資産 0 0 0

ソフトウエア 11,607,040 9,584,259 2,022,781

合計 651,435,632 312,007,966 339,427,666

９． 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

　　　　該当なし

１０． 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

　　　　該当なし

１１． 重要な後発事象

　　　　該当なし

１２． その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債

　　　 及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

　　　　（１）会計処理上の見積方法の変更 － 該当なし

　　　　（２）新たに採用した会計処理に関する事項 － 該当なし

　　　　（３）勘定科目の内容について特に説明を要する事項 － 該当なし

　　　　（４）法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 － 該当なし



別紙２

計算書類に対する注記（拠点区分用）

１． 重要な会計方針

　　　　（１）固定資産の減価償却の方法

　　　　　　　・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

　　　　　　　　　取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずるする定額法。耐用年数到来時

　　　　　　　　　においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。

　　　　　　　・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産

　　　　　　　　　残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達する

　　　　　　　　　まで償却する、償却率を乗ずる定額法。

　　　　　　　・無形固定資産

　　　　　　　　　当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

　　　　（２）引当金の計上基準

　　　　　　　該当なし

２． 重要な会計方針の変更

　　　　該当なし

３． 採用する退職給付制度

　　　　加入している退職共済制度は、次のとおりです。

　　　　　・確定拠出型退職給付制度 － 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

４． 拠点が作成する計算書類とサービス区分

　　　　当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっています。

　　　　（１）アミコ拠点区分における拠点区分計算書

　　　　　　　（会計基準省令第一号第四様式、第ニ号第四様式、第三号第四様式）

５． 基本財産の増減の内容及び金額

　　　　基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

（単位：円）

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

土地 0 0 0 0

建物 0 0 0 0

定期預金 0 0 0 0

　　　合計 0 0 0 0

６． 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

　　　　該当なし

７． 担保に供している資産

　　　　該当なし

　　　　

８． 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

　　　　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

（単位：円）

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

建物（基本財産） 0 0 0

建物 0 0 0

構築物 0 0 0

機械及び装置 0 0 0

車輌運搬具 0 0 0

器具及び備品 0 0 0

有形リース資産 0 0 0

ソフトウエア 0 0 0



合計 0 0 0

９． 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

　　　　該当なし

１０． 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

　　　　該当なし

１１． 重要な後発事象

　　　　該当なし

１２． その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債

　　　 及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

　　　　（１）会計処理上の見積方法の変更 － 該当なし

　　　　（２）新たに採用した会計処理に関する事項 － 該当なし

　　　　（３）勘定科目の内容について特に説明を要する事項 － 該当なし

　　　　（４）法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 － 該当なし



別紙２

計算書類に対する注記（拠点区分用）

１． 重要な会計方針

　　　　（１）固定資産の減価償却の方法

　　　　　　　・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

　　　　　　　　　取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずるする定額法。耐用年数到来時

　　　　　　　　　においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。

　　　　　　　・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産

　　　　　　　　　残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達する

　　　　　　　　　まで償却する、償却率を乗ずる定額法。

　　　　　　　・無形固定資産

　　　　　　　　　当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

　　　　（２）引当金の計上基準

　　　　　　　該当なし

２． 重要な会計方針の変更

　　　　該当なし

３． 採用する退職給付制度

　　　　加入している退職共済制度は、次のとおりです。

　　　　　　　・確定拠出型退職給付制度 － 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

４． 拠点が作成する計算書類とサービス区分

　　　　当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっています。

　　　　（１）あおぞら保育園拠点区分における拠点区分計算書

　　　　　　　（会計基準省令第一号第四様式、第ニ号第四様式、第三号第四様式）

５． 基本財産の増減の内容及び金額

　　　　基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

（単位：円）

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

土地 0 0 0 0

建物 0 0 0 0

定期預金 0 0 0 0

　　　合計 0 0 0 0

６． 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

　　　　該当なし

７． 担保に供している資産

　　　　該当なし

８． 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

　　　　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

（単位：円）

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

建物（基本財産） 0 0 0

建物 0 0 0

構築物 0 0 0

機械及び装置 0 0 0

車輌運搬具 0 0 0

器具及び備品 0 0 0

有形リース資産 0 0 0

ソフトウエア 0 0 0

合計 0 0 0



９． 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

　　　　該当なし

１０． 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

　　　　該当なし

１１． 重要な後発事象

　　　　該当なし

１２． その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債

　　　 及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

　　　　（１）会計処理上の見積方法の変更 － 該当なし

　　　　（２）新たに採用した会計処理に関する事項 － 該当なし

　　　　（３）勘定科目の内容について特に説明を要する事項 － 該当なし

　　　　（４）法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 － 該当なし
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